
 

  
 
 
 
 
 

売上代金から振込手数料を差し引かれた場合のインボイス 

 

 

 

令和５年

11 月号

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げ

に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込１万

円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。 

例えば、売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振

込手数料相当額は１万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免

除されます。 

振込手数料を売上値引きとして処理しない場合は、買手が振込手数料を立替えたものとして処理され

るので、買手から振込手数料に係る適格請求書と立替金精算書の交付を受ける必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

値引き等の金額が税込 1 万円以上である場合には、下記の事項を記載した適格返還請求書の交付義務

が課されます。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及びその売上げに係る対価の返還等の基となった課税資産

の譲渡等を行った年月日（適格請求書を交付した売上げに係るものについては、課税期間の範囲で

一定の期間の記載で差し支えありません。） 

③ 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 

（売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等 

である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 売上げに係る対価の返還等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して 

合計した金額 

⑤ 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率 

 

 

 

 

濱田会計事務所通信
令和５年 11 月１日発行 Vol.75

例年であればこの時期には年末調整の注意事項を記載するのですが、今月号もインボイス関連です。

年末調整について今年は変更点がほとんどないので、例年通り記載をして頂ければ問題ありません。

年末調整の各用紙の書き方を動画で解説していますので、気になる方は動画もご確認下さい。 

インボイス制度が開始され帳簿の作成も始まっていますが、それに伴い様々な疑問点が浮上して来る

と思います。制度が進行していきながら改正が入るなどまだまだ混乱することが見込まれますので、

引き続き情報を発信してまいります。 

 



  

 

事務所通信

 

 

令和５年１０月１日後の免税事業者に対する登録の特例 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

濱田会計事務所 

〒670-0053 

兵庫県姫路市南車崎 2 丁目４－１３ 

TEL：079-229-9041 

Fax：079-229-9049 

E-Mail：info@hamadakaikei.jp 

URL：http://hamadakaikei.jp 

 

会社のこと、事業のこと、 

相続のこと・・・ 

一緒に考えましょう！        

 

免税事業者が令和５年 10 月１日から令和 11年９月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受け

る場合 

免税事業者が令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの日の属する課税期間中において、令

和５年 10 月 1 日後に登録を受ける場合には、適格請求書発行事業者の登録申請書に登録希望日（提出

日から 15 日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日）を記載することで、その登録希望日か

ら課税事業者となる経過措置が設けられています。 

したがって、この経過措置の適用を受けることとなる場合は、登録希望日から課税事業者となり、基

準期間の課税売上高にかかわらず、登録日から課税期間の末日までの期間について、消費税の申告が

必要となります。 

なお、税務署長による登録が完了した日が登録希望日後となった場合であっても、登録希望日に登録

を受けたものとみなされます。 

 

簡易課税制度を選択する場合の手続等 

簡易課税制度は、課税期間の基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下であり、原則として、適用を受

けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に

適用することができます（簡易課税制度の選択は任意です。）。 

免税事業者が令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受け

ることとなった場合には、登録日（令和５年 10 月１日より前に登録の通知を受けた場合であっても、

登録の効力は登録日から生じます。）から課税事業者となる経過措置が設けられています。 

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度

の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提

出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみな

されます。 

したがって、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受け 

る旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、その課税期 

間から、簡易課税制度の適用を受けることができます。 

事務所からのお知らせ 

過去の事務所通信はホームページにも掲載していま

す。また、メールマガジンとして同内容を配信して 

いますので、配信をご希望の方はご連絡下さい。 

YouTube 動画配信もしておりますので、 

右の QR コードより是非御覧下さい。 
 

【最近の動画】 

インボイス制度を理解しよう 

・売上代金から振込手数料を差し引かれた場合 

・適格請求書の宛名が違う場合 

 年末調整書類の書き方 

 実は漏れやすい扶養控除 


